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移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果について 

 

 

 平成 19 年 11 月中に実施をお願いした移動タンク貯蔵所等に対する立入検査の実施結果

は、別添１及び別添２のとおりです。 

 これによると、移動タンク貯蔵所等の基準不適合車両の割合は 18.80％であり、昨年に

比較し若干減少したものの、最近の５年間については依然高い割合で推移しています。な

かでも移動タンク貯蔵所における「電気設備、設置導線の不良等」（729 件）については、

前年の重点事項でありましたが減少に至っておらず、「定期点検に係る義務違反」（1,674

件）は他の項目に比べて非常に多く、憂慮される状況です。 

 移動タンク貯蔵所に対する指導については、「移動タンク貯蔵所に係る消防法の一部改

正等に伴う立入検査及び命令の運用について」（昭和 61 年 12 月 26 日付け消防危第 120 号)

及び別記に基づき必要な指導を適時適切に行い、消防法違反については迅速な違反処理を

実施していただくとともに常置場所の変更違反を把握した場合は、「危険物施設における

立入検査及び違反是正の推進について」（平成 14 年 10 月 23 日付け消防危第 503 号)によ

り適切に事務処理をしていただくようお願いします。 

また、現在消防庁では、常置場所の変更違反につながる恐れのある、移動タンク貯蔵所

の中古車販売の実態等について、関係者に聞き取り調査を行っているところであり、必要

に応じて関係団体等へ注意喚起する予定です。 

 各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市町村等に対してもこの旨周知していた

だくようお願いします。 

 なお、この結果等については、別添３のとおり(社)全日本トラック協会、日本貨物運送

協同組合連合会及び日本危険物物流団体連合会にも通知し、注意を喚起しているので参考

のため添付します。 

 

 

 

 

 

 

 

殿 

 問合せ先  

 消防庁危険物保安室危険物第二係  

       担当：佐藤、山田  

       ℡  03-5253-7524  



別添１ 

移動タンク貯蔵所の立入検査結果 

 

１ 総括表 

実 施 実 施 移  動  タ  ン  ク  貯  蔵  所 危険物運搬車両 警察機関
実施場所 消 防 実施車両数 不適合車両数 無許可車両数 不適合車両数等 実 施 不 適 合 との

機 関 数 場 所 数 うち他行

政庁
(a)

うち他行

政庁
(b)

うち他行

政庁
(a+b)

うち他行

政庁 車 両 数 車 両 数
協力状況

有 934
道 路 上 629 951 2,946 1,758 674 404 12 6 686 410 480 84

無 17

常置場所 407 5,213 12,532 107 2,141 8 20 4 2,161 12

危険物の
積みおろ 66 205 993 268 111 38 3 2 114 40 132 15
し 場 所

そ の 他 267 843 7,612 37 1,544 6 23 6 1,567 12 257 28

※
合 計 802 7,212 24,083 2,170 4,470 456 58 18 4,528 474 869 127

 

（注）（１） 実施場所の区分において、走行中の車両を道路に接した空地等に誘導して立入検査を実施

した場合は、「道路上」での実施の区分とした。 

            実施場所「その他」とは、道路上、常置場所及び危険物の積み下ろし場所以外の場所をいう。 

   （２） 「不適合車両」とは、移動タンク貯蔵所にあっては、貯蔵、取扱いの技術上の基準、位置、     

構造、設備の技術上の基準及び移送の基準等に関し、危険物運搬車両にあっては、運搬の基

準に関し、１件以上不適合が認められる車両をいう。 

   （３） 「無許可車両」とは、無許可貯蔵又は無許可変更に係る車両をいう。 

   （４） 移動タンク貯蔵所の実施車両数、不適合車両数又は無許可車両数欄の「うち他行政庁」の欄     

は、立入検査において基準不適合を指摘した行政庁以外の行政庁によって許可された車両数

で内数である。 

   （５） ※の「実施消防機関数：」の合計は、延べ数ではなく実数である。 

 

２ 最近５年間の立入検査実施車両数及び基準不適合車両数の推移 

移動タンク貯蔵所 危険物運搬車両 合　　計

年度
実 施 車 両
数

不 適 合

車 両 数 等

不 適 合 率
( ％ )

実 施 車 両
数

不 適 合
車 両 数

不 適 合 率
( ％ )

実 施 車 両
数

不 適 合
車 両 数 等

不 適 合 率
( ％ )

平成15年度 26,036 4,931 18.94 892 121 13.57 26,928 5,052 18.76

平成16年度 24,723 4,922 19.91 943 136 14.42 25,666 5,058 19.71

平成17年度 24,923 4,954 19.88 908 141 15.53 25,831 5,095 19.72

平成18年度 24,167 4,752 19.66 975 149 15.28 25,142 4,901 19.49

平成19年度 24,083 4,528 18.80 869 127 14.61 24,952 4,655 18.66
 

（注）「不適合車両数」には、無許可車両数を含む。 

 



３　基準不適合車両の項目別内訳

不適合車両数
19年度 18年度

許可品目以外の貯蔵（令24条１号） 30 30 0

貯蔵、取扱の貯蔵、取扱いの不備による漏えい等（令24条８号、令26条１項７号） 31 47 -16

マンホールのふた不適合 5 15 -10

基準不適合完成検査済証等備付け義務違反（令26条１項９号） 658 723 -65

(法10条3項) その他の貯蔵、取扱の基準違反(令24条～27条(上記の各項号を除く)) 219 164 55

移 小　　　　　　　　　　計 938 964 -26

常置場所に係る基準不適合（令15条１項１号） 94 102 -8

塗料の剥離発錆 256 251 5

動 タンク本体に係る基準不適合 変形、破損 46 24 22

（令15条１項２号、３号、７号、８号） 漏えい有 0 0 0

その他 59 38 21

タ 附属装置に係る基準不適合 変形、破損 50 50 0

(令15条1項4号(防波板を除く。)､5号、6号) 機能不良 86 80 6

設備等の基準 その他 116 74 42

ン 維持義務違反 変形、破損 50 52 -2

(法12条1項) 配管、弁等に係る基準不適合 漏えい有 3 8 -5

（令15条１項９～12号） 機能不良 156 168 -12

ク その他 128 149 -21

電気設備、接地導線の不良等（令15条１項13号、14号） 729 684 45

表示、標識の未掲示等 未掲示、不足 60 96 -36

貯 （令15条１項17号） そ　の　他 537 549 -12

消火器の未設置等 未設置、不足 80 107 -27

（令20条） そ　の　他 623 688 -65

蔵 その他の設備等の基準不適合（令15条１項（上記各号を除く)) 463 569 -106

積載式移動タンク貯蔵所の特例基準不適合（令15条２項） 10 4 6

IMDGコード不適合 0 0 0

 給油タンク車の特例基準不適合（令15条３項） 0 0 0

 ｱﾙｷﾙｱﾙﾐﾆｳﾑ等の移動タンク貯蔵所の特例基準不適合（令15条４項） 0 0 0

所 小　　　　　　　　　　計 3,543 3,685 -142

危険物取扱者無乗車（法16条の２・１項） 9 11 -2

移送の基準運転要員不足（令30条の２・２号） 1 0 1

不 適 合危険物取扱者免状不携帯（法16条の２・３項） 45 69 -24

(法16条の2) その他の移送基準に係る不適合（令30条の２・１号及び３～５号） 26 16 10

小　　　　　　　　　　計　 81 96 -15

定期点検に係る義務違反（法14条の３の２） 1,674 1,717 -43

漏れの点検未実施 694 794 -100

危険物取扱者の保安講習義務違反（法13条の23） 622 749 -127

合　　　　　　　　　　　　　　　計 6,858 7,211 -353

運搬容器の技術上の基準不適合（令28条） 6 7 -1

収納、表示不適合（令29条１号、２号） 7 14 -7

危 漏えい有 0 0 0

険 積載方法基準不適合 積載不適合（令29条３号、４号、７号） 30 35 -5

物 運搬の基準 （令29条） 被覆不適合（令29条５号） 0 2 -2

運 不適合 混載不適合（令29条６号） 1 2 -1

搬 （法16条） 　　　小　　　　　　　　　　計 38 53 -15

車 標　識 未掲示、不足 10 19 -9

両 （令30条１項２号） そ　の　他 16 15 1

運搬方法基準不適合 消　火　器 未設置、不足 30 33 -3

（令30条） （令30条１項４号） そ　の　他 39 58 -19

そ　の　他 20 14 6

　　　小　　　　　　　　　　計 115 139 -24

その他 運転者の事故等発生時の応急措置等に関する認識状況不良 3 5 -2

合　　　　　　　　　　　　　　　計 162 199 -37

項 目 増減数

 

 



第１ 検査結果に基づく不適合項目 

 

 １ 違反の多い項目 ＊1 

  （１）移動タンク貯蔵所関係                                     ＊2 

   ア 定期点検に係る義務違反 ・・・・・・・・・・・・・・・・1,674 件（7.0％）       

    （うち、漏れの点検未実施                  694 件 (2.9％））  

   イ 電気設備、接地導線の不良等 ・・・・・・・・・・・・・・ 729 件 (3.0％) 

ウ 消火器の未設置等    ・・・・・・・・・・・・・・・・  703 件 (2.9％） 

          （うち、消火器の未設置、不足                   80 件 (0.3％）） 

エ 完成検査済証等の備付け義務違反・・・・・・・・・・・・・ 658 件 (2.7％) 

   オ 危険物取扱者の保安講習義務違反・・・・・・・・・・・・・ 622 件 (2.6％) 

 （２）危険物運搬車両関係 

   ア 消火器の未設置等    ・・・・・・・・・・・・・・・・  69 件（7.9％) 

          （うち、消火器の未設置、不足                  30 件 (3.5％））  

     イ 積載方法不適合     ・・・・・・・・・・・・・・・・  30 件（3.5％） 

   ウ 標識の未掲示、不足等  ・・・・・・・・・・・・・・・・  26 件 (3.0％) 

           （うち、標識の未掲示、不足                             10 件（1.2％）） 

 

 ２ 前１以外の主な違反項目 

 （１）移動タンク貯蔵所関係 

   ア 表示、標識の未掲示等  ・・・・・・・・・・・・・・・・ 597 件 (2.5％) 

       （うち、表示、標識の未掲示、不足              60 件（0.2％）） 

   イ  タンク本体の塗料の剥離発錆 ・・・・・・・・・・・・・・ 256 件（1.1％） 

   ウ 配管、弁等の変形、破損、機能不良・・・・・・・・・・・・  206 件（0.9％） 

   エ 附属装置の変形、破損、機能不良・・・・・・・・・・・・・  136 件（0.6％） 

   オ 常置場所に係る基準不適合  ・・・・・・・・・・・・・・・   94 件（0.4％）  

 （２）危険物運搬車両関係 

   ア 収納、表示不適合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   7 件（0.8％） 

   イ 運搬容器の技術上の基準不適合 ・・・・・・・・・・・・・   6 件（0.7％） 

   ウ 混載方法不適合  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 件（0.1％）  

 

 ３ 今回増加した主な違反項目 

 （１）移動タンク貯蔵所関係 

ア 貯蔵・取扱の基準違反（令 24 条から 27 条のうち、令 24 条 1 

号・8 号、令 26 条 1 項 7 号・9 号を除く） ・・・・・・・・  219 件（前年比 55 件増） 

例 手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えていた  

   イ 電気設備、接地導線の不良等  ・・・・・・・・・・・・・   729 件 (前年比 45 件増) 

   ウ 附属装置に係る基準不適合（令 15 条 1 項 4 号（防波板を除く） 

5 号、6 号のうち変形、破損、機能不良を除く）・・・・・・  116 件（前年比 42 件増） 

例 マンホールパッキンの不良 

 

別添２ 



第２ イエローカードの携行状況  ＊3 

  １ 移動タンク貯蔵所                    携行率 96.4％ （240 台／249 台） 

 ２ 危険物運搬車両                    携行率 70.6％ （ 36 台／ 51 台） 

 

＊１ 違反の多い項目は最近の５年間変わっていない。 

＊２ （ ）内の割合は、立入検査実施車両数に対する割合を示す。 

＊３ 調査対象は危険物の移送、運搬中の車両であって、ガソリン、灯油、軽油、重油、廃油、 

動植物油類に係るものを除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 記 

危険物の移送等における保安確保のための留意事項 

 

 移動タンク貯蔵所による危険物の移送及び危険物の運搬における事故防止のため、移送については

下記２、運搬については下記３に掲げる事項について安全の確保を図る。特に、今回の立入検査の結

果を踏まえ、移動タンク貯蔵所に係る事故の発生を防止するとともに、事故が発生した場合において

も被害の拡大を防止するために、１に掲げる事項を重点事項として、安全確保の徹底を図る。 

 

１ 重点事項 

 (1) 重大な事故につながるおそれのあるマンホールふた及び底弁の閉鎖の徹底 

 (2) 電気設備、接地導線の不良の発生（断線等）を防止するため維持管理の徹底 

 (3) 定期点検（特に 5年以内の期間ごとの漏れの点検）の実施と、その結果及び完成検査済証の車

両への備え付けの徹底 

 

２ 移動タンク貯蔵所を所有、管理する関係者に対する留意事項 

  (1)  移動タンク貯蔵所の設備、維持管理に関する事項 

ア 必要な消火設備（消火器は２個以上）の設置と維持管理 

イ  貯蔵する危険物に係る表示及び標識の適正な掲示と維持管理 

ウ 配管、弁等の適正な維持管理 

エ 移動タンク貯蔵所と常置場所の位置の確認（常置場所の無許可変更） 

  (2)  貯蔵、取扱い及び移送に関する事項 

ア  危険物取扱者の乗車及び移送前の危険物取扱者免状携帯の確認 

イ  乗車する危険物取扱者の危険物取扱者免状の交付年月日又は保安講習の受講確認と、危

険物取扱者の計画的な保安講習の受講 

ウ  移送前の点検及び移送に際しての保安措置の励行等、移送の基準遵守の徹底 

  (3) その他 

必要なイエローカードが容易に特定できる方法による携行の徹底   

 

３ 危険物の運搬車両を所有、管理する関係者に対する留意事項 

(1)  指定数量以上の危険物を運搬する車両の標識及び消火設備の設置とその点検等維持管理の

徹底 

(2) 運搬前に、容器の蓋の閉め忘れ防止及び容器の固定等、法令に定められた積載方法確認の徹

底 

(3) 必要なイエローカード又は容器イエローカードの携行の徹底 
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移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果等について 

 

 

 今般、消防庁において、平成 19 年 11 月中に全国の消防機関が一部警察機関の協力の下

に実施した、移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両の立入検査結果は、別添１及び別添２

のとおりです。 

 これによると、移動タンク貯蔵所等の基準不適合車両の割合（18.80％）は、昨年に比較

して若干減少したものの、最近の５年間については依然高い割合で推移しています。なか

でも移動タンク貯蔵所における「電気設備、設置導線の不良等」（729 件）については、

前年の重点事項でありましたが減少に至っておらず、また「定期点検に係る義務違反」

（1,674 件）は他の項目に比べて非常に多く、憂慮される状況です。 

 さらに、無許可貯蔵や無許可の変更工事及び常置場所の変更違反も把握されております。 

基準不適合車両に対しては、既に関係消防機関による指導等の必要な措置が行われた

ところですが、貴団体におかれましても、違反項目の傾向が例年変わっていない状況等

を勘案され、貴団体会員に対し別記の点について周知するとともに、消防法令に基づく

変更許可申請等の適切な実施についても周知徹底してくださるようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別添１・２、別記は同様のため省略） 

殿 

 問合せ先  

 消防庁危険物保安室危険物第二係  

       担当：佐藤、山田  

       ℡  03-5253-7524  

別添３ 


